
1 

 

 

上田市自治基本条例 検証結果 （自治基本条例検証委員会の逐条検証） 

 

検証結果欄： ▲…逐条解説への追記等 ■…意見・要望 ◇…主な確認事項 

条 条    文 委員提出意見（理由等） 検証結果等 

前文 

第 1段落  私たちのまち上田市は、北に菅平高原、南は美ヶ原高原などの美しい山々と千曲川

をはじめ多くの清流に恵まれた自然豊かなまちであり、信濃国の政治、文化の中心の地

と伝承される信濃国分寺跡や国宝安楽寺八角三重塔をはじめ、遺跡や歴史的建造物

が数多く残されています。そして、この地を治め、武勇に優れ知将として名を馳せた真

田一族発祥の郷でもあります。 

 令和 2 年 6 月に上田市が日本

遺産に認定されたことを追記して

はどうか。 

◇前文は、一般的に条例制定の由来、理念、趣旨、目的など

を記述したものであり、本条例の前文では、本市の特性、

まちの歴史と成り立ち、条例制定の背景となる社会情勢、

これまでの取組、将来への課題、自治の基本理念と目的を

記し、最後に本市における自治の最高規範であることを宣

言している。制定後の改正については、条文の解釈の見直

しに伴う改正があった場合に限定すべきであるため、条文

への追記は適当ではない。 

▲逐条解説への追記 

上田市が日本遺産に認定されたことの重要性を考慮し、

逐条解説に新たに説明を記載することが必要である。 

第 2段落  明治期以降は、先進な蚕種の開発により、全国の蚕糸業を支えた蚕都としての隆盛

が礎となり、様々な産業が発展しつつ、児童自由画教育や自由大学など自己教育運動

がこの地から派生し、学びへの高い意識が今に受け継がれるなど、歴史と伝統が息づ

く、文化の薫るまちです。 

特段の意見なし ◇見直しの必要なし 

第 3段落  近年、少子高齢化の進行や人口の減少とともに、社会情勢が大きく変動する中、様々

な社会的課題が生じています。更に、地方分権社会の進展に伴い、私たちはよりいっ

そう自らが考え行動し、責任を持って課題の解決を図っていく必要があります。 

 「社会的課題」と、逐条解説の

第 5条（自治の基本原則）第 3号

の解説にある「公共的課題」との

違いが不明確。 

▲逐条解説への追記 

それぞれ説明を記載する。 

第 4段落  このような中、上田市は、近接する４つの市町村が互いの自治を認め合い、明るく希

望に満ちた新たな時代を拓くため、平成１８年３月６日合併し、誕生しました。 

特段の意見なし ◇見直しの必要なし 

参考資料１ 

市民意見募集手続（中間提言） 
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第 5段落  私たちは、誰もが住み続けたいと思う魅力あふれるまちを創造するとともに、未来を担

う子どもたちが、夢と希望を抱き、より豊かなまちを築いていけるよう、自然や歴史、文化

を次世代に引き継いでいかなければなりません。 

特段の意見なし ◇見直しの必要なし 

第 6段落  そのためには、自治の主体である市民、市議会及び市は、市民が主権者であることを

確認し、一人ひとりを尊重するとともに認め合い、それぞれの役割と責任のもと、参加と

協働により自治を推進し、活力ある自立した地域社会を実現していく必要があります。 

特段の意見なし ◇見直しの必要なし 

第 7段落  私たちは上田市民憲章を尊重し、持続可能な上田市の発展を願い、ここに、本市の

自治の最高規範として、この条例を制定します。 

特段の意見なし ◇見直しの必要なし 

第 1 章 総則 

第 1条 

(目的) 

 この条例は、本市における自治の基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、市

民、市議会及び市の役割並びに市政の基本事項を定め、自治を推進することにより、

活力ある自立した地域社会を実現することを目的とします。 

特段の意見なし ◇見直しの必要なし 

第 2条 

(定義) 

 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところにより

ます。 

 ⑴ 市民 次に掲げるものをいいます。 

  ア 市内に居住する者 

  イ 市内に通勤し、又は通学する者 

  ウ 市内で事業活動その他の活動を行うもの 

 ⑵ 市 市長その他の執行機関をいいます。 

 ⑶ 自治 自らの地域を自らの意思と責任において治めることをいいます。 

 ⑷ まちづくり 誰もが住み続けたいと思う魅力あふれる豊かな上田市にしていくため

の活動をいいます。 

 ⑸ 地域コミュニティ 市内において、地縁に基づき自主的に形成された自治会等の

団体及び公益性を有する活動を行う団体並びにこれらを含む総体をいいます。 

 ⑹ 協働 自立した主体が、互いの自主性を尊重し、対等な立場で相互に連携し、協

力し合うことをいいます。 

 ⑺ 参画 市の政策、施策等の企画又は立案段階から市民が主体的に関わり、行動

することをいいます。 

 第 1号ウの「もの」は「市内で事

業活動その他の活動を行う者

等」で良いのでは。 

◇法令用語で「者」は「法律上の人格を有する自然人及び法

人」を指し、「もの」は「人格のない社団又は財団」又は「そう

したものと自然人・法人を合わせた場合」に使用することか

ら、本条文では「もの」を用いている。 
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第 3条 

( 条例の

位 置 付

け) 

 この条例は、本市の自治の基本を定めるものであり、市民、市議会及び市は、この条

例を遵守し、この条例に定められた役割、責務等に従い、自治を推進します。 

２ 市議会及び市は、他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例に定める

事項との整合を図ります。 

特段の意見なし ◇見直しの必要なし 

第 4条 

( 自治の

基 本 理

念) 

 本市における自治の基本理念は、次のとおりとします。 

 ⑴ 市民が主権者であることを確認し、一人ひとりを尊重するとともに互いに認め合

い、参加と協働により自治を推進すること。 

 ⑵ 地域の個性及び特性を尊重した地域内分権により地域の自治を推進すること。 

特段の意見なし ◇見直しの必要なし 

第 5条 

( 自治の

基 本 原

則) 

 前条の基本理念に基づき、自治の基本原則を次のとおり定めます。 

 ⑴ 人権尊重の原則 ともに個人として認め合い、互いの人権を尊重すること。 

 ⑵ 参加の原則 市議会及び市が、市民の参加のもとで市政を運営すること。 

 ⑶ 協働の原則 市民、市議会及び市が、それぞれの役割及び責務のもと、協働して

まちづくりを行うこと。 

 ⑷ 情報共有の原則 市民、市議会及び市が、市政に関する情報を共有すること。 

 第 1号に明記された「人権尊重

の原則」が第 6 条（市民の権利）

及び第 7条（市民の責務）に反映

されていない。本条例を最高規

範と位置付けている以上、人権

尊重を担保する条文が必要。 

◇条例制定時、「日本国憲法及び法令等で規定する事項に

ついては、条文化に当たっては原則として規定の上書きは

行わないこと」を基本的な考え方としている。憲法第 11 条

以下で基本的人権が規定され、また「上田市人権尊重のま

ちづくり条例」で市民の責務が規定されている。 

第 2 章 市民の権利及び責務 

第 6条 

( 市民の

権利) 

  市民は、まちづくりに自由に参加できるとともに、市政に参画することができます。 

２ 市民は、市議会及び市が保有する市政に関する情報について知ることができます。 

３ 市民は、法令等の定めるところにより、市の行政サービスを等しく受けることができま

す。 

 子どもが意思表明出来る、まち

づくりに参加できる権利を条例に

明記できれば。 

◇本条例では、市民の権利について、子ども、女性、障がい

者、高齢者など各々の権利を包含するかたちで規定してい

る。前文 5 段落目で「未来を担う子どもたちが、夢と希望を

抱き、より豊かなまちを築いていけるよう、自然や歴史、文

化を次世代に引き継いでいかなければなりません。」と示

すとともに、第 2 条第 1 号で「市内に居住又は通学する個

人」などを市民と定義し、本条第 1 項で市民がまちづくりに

参加できる権利を定めている。また条例制定時に小・中学

生に配布した「マンガ版上田市自治基本条例の手引き」の

中で、子どもの権利について説明している。 

▲逐条解説の記載 

子どもがまちづくりに関わり、市政に参画することはますま

す重要となっていることから、逐条解説に説明を記載す

る。 
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■子どもたちが主体的にまちづくり等に関わり、意見を述べる

事が重要である。大人は子どもの意見を尊重するととも

に、その意見をまちづくりや市政にどう活かすかを考えなけ

ればならないといった意見が出された。子どもの権利に関

する条例の制定について検討してほしい。 

第 7条 

( 市民の

責務) 

 市民は、個々の力を生かし、まちづくりに積極的に参加するよう努めます。 

２ 市民は、市政に関心を持ち、市議会及び市が提供する市政に関する情報を積極的

に取得するよう努めます。 

３ 市民は、市政への参画に当たっては自らの発言と行動に責任を持つよう努めます。 

４ 市民は、法令等の定めるところにより、行政サービスに必要な経費について、応分の

負担をします。 

特段の意見なし ◇見直しの必要なし 

第 3 章 市議会の役割及び責務 

第 8条 

( 議会の

役割及び

責務) 

 

 

 市議会は、直接選挙で選ばれた市議会議員で構成する本市の議事機関として、条

例、予算その他の重要事項について、市民の多様な意見が反映されるよう意見の集約

に努め、本市の意思を決定します。 

２ 市議会は、執行機関による適正な行政運営を確保するため監視し、けん制します。 

３ 市議会は、政策立案及び政策提言による政策形成機能を強化します。 

４ 市議会は、市議会が持つ情報を積極的に提供し、意思決定の経過と内容を適切に

市民に説明することにより、開かれた議会運営に努めます。 

 請願・陳情の審査において議

員の意思決定の経過がわかるよ

う議会で検討していただきたい。 

■今後の議会改革の中で検討されたい。 

第 9条 

(市議会

議員の責

務) 

 市議会議員は、市民の代表として、常に自己の見識を高めることにより、広く市民の信

託に応え、議会機能を発揮させるよう誠実かつ公正に職務を遂行します。 

特段の意見なし ◇見直しの必要なし 

第 4 章 市の役割及び責務 

第 10条 

(市長の役

割及び責

務) 

 市長は、本市を代表し、市民福祉の増進を図るため、誠実かつ公正に市政を運営

し、本市の自治を推進します。 

２ 市長は、必要な財源の確保に努めるとともに、最少の経費で最大の効果が挙がるよ

う、地域の資源を最大限活用して市政を運営します。 

３ 市長は、補助機関である職員を適切に指揮監督するとともに、職員を育成します。 

「最小の経費」「最大の効果」とあ

るが、何をもって効果とするか、

具体的に追記したほうがよいの

では。 

◇本条例は理念条例であることから、具体的な記載は適当で

はない。 
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第 11条 

(市の役割

及 び 責

務) 

  市は、その権限と責任において、多様化する行政の課題に対応するため、適切な施

策を講じます。 

２ 市は、行政への市民の参加を促進するため、多様な制度の整備をします。 

３ 市は、協働によるまちづくりが進められるための仕組みの整備その他の必要な措置

を講じます。 

 協働推進員の具体的活動を逐

条解説に記載する。 

▲逐条解説に追記 

平成 30 年度に庁内各課に配置された「上田市協働推進

員」の役割及び令和元年度に「上田市協働のまちづくり指

針」が見直されていることから、説明が必要である。 

第 12条 

(職員の責

務) 

 

 職員は、自らを律するとともに、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を遂行し、

市民との信頼関係を構築するよう努めます。 

２ 職員は、市民の視点に立って職務を遂行するとともに、市民の一員として、まちづく

りに積極的に参加するよう努めます。 

３ 職員は、高度化する行政需要に的確に対応するため、職務に必要となる知識の習

得及び技能の向上に努めます。 

・職員提案制度の件数が少な

い。 

■職員には積極的に提案・意見されることを期待する。また

講座座受講・資格取得件数が少ないので知識・技術の向

上に努めてもらいたい。 

第 5 章 地域コミュニティ 

第 13条 

(地域コミ

ュニティの

役割) 

 地域コミュニティは、自主的及び自立的に活動するまちづくりの重要な担い手として、

市民が安心して、心豊かに暮らすことができる地域を自ら形成していく役割を有しま

す。 

２ 地域コミュニティは、地域住民相互の連携を促進するとともに、地域の課題の解決

に向け、必要に応じ、協働してまちづくりを行うよう努めます。 

３ 前２項の実現と地域の自治の推進を図るため、市民は、一定のまとまりのある地域の

範囲において地域コミュニティが連携するまちづくり組織を設立することができます。 

第 3 項に「まちづくり組織を設

立することができます」とあるが、

現在設立が進行中のため、「設

立します」のような言い切った表

現の方がいいのでは。 

■文言の修正については、まちづくり組織がすべての地域で

設立されてから検討すべきである。 

 

▲逐条解説への追記 

前回の見直し以降、住民自治組織の設立が相次いでいる

ため、設立状況に関する説明が必要である。 

第 14条 

(地域コミ

ュ ニ テ ィ

への参加) 

 市民は、地域コミュニティが行うまちづくりに積極的に参加し、活動することにより、こ

れを守り育てるよう努めます。 

・自治会加入率が低下している。

加入促進リーフレットの活用や不

動産業者の連携による加入促進

が重要だが、自治会への加入の

義務化も考えなければ自治会の

運営が立ち行かなくなる。自治

会を活性化していく上で住民一

人ひとりの意識を改めていくこと

が重要。自治会の必要性、役割

を住民に広く周知して理解しても

◇自治会加入の義務化は困難である。加入促進の取組をよ

り一層充実していくことが重要である。 

 

◇本条例において、「参加」は、「市民が自らの意思により、一

人ひとりが持つ個々の力を生かしながら、まちづくりに積極

的に関わる」という意味で使われており、「参画」は、「市民

が市政に参加することができる」という限定的な意味で使

われている。そのため本条文では、「参加」という表現が適

当である。 
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らわなければならない。 

 

・「参加」ではなく「参画」というこ

とばを入れたらどうか。参加と聞

くと「行けばいい」という捉え方に

なってしまう。企画の段階から携

われる市民の参加の仕方を強調

出来ないか。 

 

・NPO や自治会について条文に

入れ込めないか。 

◇第 2 条第 5 号において、自治会及びＮＰＯ法人は「地域コミ

ュニティ」に含むと定義されているため、条文に入れ込むこ

とは適当ではない。 

第 15条 

(地域コミ

ュ ニ テ ィ

への支援) 

 市は、地域コミュニティの役割を尊重するとともに、その活動が促進されるよう、公益性

を有する個々の活動又は連携した活動に対し、必要に応じて支援を行います。 

特段の意見なし ◇見直しの必要なし 

第 6 章 情報共有 

第 16条 

(情報の提

供) 

 市議会及び市は、市政への市民の参加が促進されるよう、市政に関する情報を分か

りやすく公正に提供することにより、市民との情報の共有に努めます。 

２ 市は、市民から提供された情報を適正に管理するとともに、市が保有する情報の提

供に当たっては、市民のまちづくりへの関心が高まるよう努めます。 

・情報提供方法の検証はされて

いるのか。 

 

・紙媒体でなければ情報を見れ

ないが、自治会未加入で広報が

届かないといった方もいて、情報

を受け取る側の格差が生じてい

る。市民に情報が広く行き渡るよ

うお願いしたい。 

 

・有線放送は重要な役割を果たし

ている。お年寄りで家にいる人は

有線を利用している場合が多い。 

■媒体ごとに集計を行っており、昨年の「令和元年東日本台

風」を機に市のメール登録は増加していることが確認でき

た。市のホームページについては、今後もわかりやすい表

現が出来るよう取組を進めることを期待する。 

 

■世代により情報収集の媒体は異なるため、様々な媒体を用

いた発信が必要。多くの市民に情報が届くよう様々な方法

を使いながら、多様性を持たせて情報を発信していくことが

重要である。 

 

■有線放送事業者と連携・検討していくこと。 
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第 17条 

(情報の公開) 

市議会及び市は、市政について市民に説明する責務を全うするため、求めに応じ、保

有する情報を適正に公開します。 

特段の意見なし ◇見直しの必要なし 

第 18条 

( 個 人 情

報の保護) 

市議会及び市は、個人の権利利益を保護するため、個人情報の取扱いについて、必

要な措置を講じます。 

 災害時は民生委員が中心にな

り避難情報を伝えているが、自

治会未加入の方には情報伝達

が出来ない。地域住民の安心・

安全を守るためには、民生委員

には自治会未加入の方の情報

を教えてもらうことなどは出来な

いか。 

■個人情報保護条例には、緊急かつやむを得ない理由があ

るときは個人情報を開示できる規定があるが、運用方法に

ついてはあらかじめ決めておくことが必要と考える。 

第 7 章 危機管理 

第 19条 

( 地 域 防

災 ・防犯

力の向上) 

 市は、市民の生命、身体及び財産を守るため、災害に強く、犯罪や事故のない地域

の形成と、市民の防災・防犯意識の高揚に努めます。 

２ 市は、災害や犯罪、事故等の不測の事態（以下「災害等」といいます。）に備えて、

危機管理体制の強化を図るとともに、災害等の発生時には、市民への迅速な情報提

供など適切に対応します。 

３ 市民は、災害等に対する自らの安全を確保し、防災・防犯意識の醸成に努めるとと

もに、地域の安全と安心を担えるよう地域における防災・防犯体制を整え、互いに協

力して災害等に対処するよう努めます。 

・新型コロナウィルス感染症への

対応が重要と考えるが、感染症

対策についても危機管理の対象

となるということであれば条文に

盛り込む必要があるのでは。 

 

・復旧に関するものは条文に含

まれているのか。 

▲逐条解説の追記 

危機管理の対象となる市民生活を脅かす様々な危機事象

については、台風や水害、地震や噴火等の自然災害の他

に、事件、事故、感染症等、多岐にわたることから、平成

27年度の検証委員会において、他自治体の条例を参考に

検討が行われた。 

第 2 項で「災害や犯罪、事故等の不測の事態」を「災害等」

と包括的に表示しているが、「不測の事態」の中には「感染

症」も含まれているため、逐条解説で補足的な説明を行う

必要がある。 

 

◇災害対策基本法の規定に基づき、地域に係る災害に関

し、災害予防や災害応急対策、災害復旧・復興等に関す

る事項を「上田市地域防災計画」として定めている。また

災害対策基本法第 2 条第 2 項において「防災」の定義を

「災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被

害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ること」と規定して

いることから、「防災」には「復旧」も含まれている。 
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第 8 章 行政運営 

第 20条 

( 行 政 運

営の基本) 

 市は、次に掲げる事項を基本として、行政運営を行います。 

 ⑴ 法令等を遵守し、倫理の保持に努め、市民に信頼されること。 

 ⑵ 市民の要望を的確に把握し、速やかに政策等に反映すること。 

 ⑶ 質の高い行政サービスの提供に努め、市民の満足度の向上を図ること。 

特段の意見なし ◇見直しの必要なし 

第 21条 

( 地 域 内

分権の推

進) 

 市は、地域の個性及び特性を尊重し、地域の力が発揮されるまちづくりが行われるよ

う、必要な体制の整備に努めます。 

２ 市は、地域の重要事項の決定に市民の意見を反映するための附属機関を設置しま

す。 

３ 市は、前項の附属機関の設置及び運営に当たっては、地域の意見が集約される仕

組みの構築に努めます。 

地域協議会の在り方を検討する

必要がある。 

■上田地域の地域協議会については、設置単位の見直しを

協議会で議論していただきたい。 

 

▲逐条解説の修正 

前回見直し以降、地域内分権に関する取組が進められて

いるため、取組状況等について修正を行う必要がある。 

第 22条 

( 総 合 計

画) 

 市は、総合的かつ計画的にまちづくりを行うため、総合計画を策定し、その実現を図

ります。 

２ 市は、他の重要な計画の策定に当たっては、総合計画との整合を図ります。 

３ 市は、前２項の計画の策定及び見直しに当たっては、市民が参画するための必要

な措置を講じます。 

 ＳＤＧｓについて条例や逐条解

説に盛り込むべきではないか。 

▲逐条解説の修正 

 「第二次総合計画後期まちづくり計画」が令和 3 年度から開

始することから、修正が必要である。 

 

▲逐条解説への追記 

SDGs は社会格差から生まれる様々な諸問題を解決する

というとらえ方もあることから、声を出しにくい人の声をどう

するかという視点も考えてもらいたいとの意見があった。市

の最上位計画である総合計画にＳＤＧｓを位置付け、市の

様々な施策とともに推進していくことから、ＳＤＧｓについて

説明が必要である。 

第 23条 

( 財 政 運

営) 

 市は、財政状況を的確に把握し、持続可能な財政運営を行うことにより、財政の健全

性を確保します。 

２ 市は、財務等に関する資料を作成し、財政運営の状況を分かりやすく市民に公表

するよう努めます。 

特段の意見なし ◇見直しの必要なし 

第 24条 

( 附 属 機

関) 

 市は、附属機関の委員の選考に当たっては、中立性、公平性及び専門性に配慮す

るとともに、積極的に市民を公募するよう努めます。  

２ 市は、附属機関の会議を原則として公開します。 

特段の意見なし ◇見直しの必要なし 
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第 25条 

( 行 政 手

続) 

 市は、市民の権利利益を保護し、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図

るため、処分、行政指導及び届出に関する手続を適正に行います。 

特段の意見なし ◇見直しの必要なし 

第 26条 

( 説 明 責

任) 

 市は、行政に関する事項について、市民に分かりやすく説明するよう努めます。 特段の意見なし ◇見直しの必要なし 

第 27条 

( 応 答 責

任) 

 市は、市民から提出された意見、提案、要望等（以下「意見等」といいます。）につい

て、適切に応答します。 

特段の意見なし ◇見直しの必要なし 

第 28条 

(意見等の

公募) 

 市は、行政に関する事項について、市民の意見等を公募するよう努めます。 

２ 市は、公募により提出された意見等を尊重し、意思の決定を行うとともに、その意見

等の概要及び市の考えを市民に公表するよう努めます。 

特段の意見なし ▲逐条解説の修正 

平成 30 年度に市民意見募集手続（パブリックコメント）の制

度化が図られたことから、修正が必要である。 

第 29条 

( 行 政 評

価) 

 市は、効率的かつ効果的な行政運営を行うため、行政評価を実施し、その結果を市

民に公表するとともに政策等に反映するよう努めます。 

特段の意見なし ◇見直しの必要なし 

第 9 章 住民投票 

第 30条 

( 住 民 投

票の実施) 

 市長は、市政に関する重要事項について、住民の意思を確認するため、条例で定め

るところにより、住民投票を実施することができます。 

２ 前項の条例は、それぞれの事案に応じ、投票に付すべき事項、投票の手続、投票

資格要件その他住民投票の実施に必要な事項を定めるものとします。 

特段の意見なし ◇見直しの必要なし 

第 31条 

( 住 民 投

票の請求

等) 

 

 本市の市議会議員及び市長の選挙権を有する者は、法令の定めるところにより、その

総数の５０分の１以上の者の連署をもって、その代表者から、住民投票を規定した条例

の制定を市長に請求することができます。 

２ 市長は、前項の請求があったときは、法令の定めるところにより、直ちに請求の要旨

を公表するとともに、意見を付けて、これを市議会に付議しなければなりません。 

３ 市長は、法令の定めるところにより、住民投票を規定した条例案を市議会に提出す

ることができます。 

４ 市議会議員は、法令の定めるところにより、議員定数の１２分の１以上の議員の賛成

を得て、住民投票を規定した条例案を市議会に提出することができます。 

・請求できる年齢に達した時に、

リーフレット等を用いて条例の周

知をしてはどうか。 

■条例例制定時に、条例の趣旨をわかりやすく伝えるため、

「マンガ版上田市自治基本条例の手引き」を発行し、市内

の小学 5・6年生と中学生に配付された。今回の見直しに際

し、改めて子どもへの周知を図るため、配付を検討してほし

い。 

 

▲逐条解説の修正 

公職選挙法の改正により、年齢満 18 歳以上の者が選挙

権を有することとなり、条例制定の直接請求権も有するこ

ととなったため、修正が必要である。 
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第 10章 協力、連携、交流等 

第 32条 

( 国 及 び

県との協

力) 

 市議会及び市は、本市が国及び県と対等な立場であることを踏まえ、国及び県と適

切な役割分担のもとで相互に協力します。 

特段の意見なし ◇見直しの必要なし 

第 33条 

(他の地方

公共団体

等 と の 連

携) 

 市議会及び市は、広域的課題又は共通する課題を解決するため、他の地方公共団

体及び関係機関と連携し、協力します。 

特段の意見なし ◇見直しの必要なし 

第34条 

( 市 外 の

人々との

交流) 

 市民、市議会及び市は、市外の人々との交流を通して連携を図るとともに、その交流

から得られた識見、提言等を本市のまちづくりに生かすよう努めます。 

特段の意見なし ◇見直しの必要なし 

第 35条 

( 多 文 化

共生) 

 市民、市議会及び市は、多様な文化の共生を目指すまちづくりを進めるため、互いの

国籍、民族又は文化を理解し、尊重し合うよう努めます。 

特段の意見なし ◇見直しの必要なし 

 附則 

1(施行期

日) 

 この条例は、平成２３年４月１日から施行します。   

2(条例の

見直し) 

 市長は、この条例の施行後、５年を超えない期間ごとにこの条例の見直しを行うものと

し、市民の意見を反映するための必要な措置を講じます。 

特段の意見なし ▲逐条解説への記載 

今回の見直し経過を記載する。 

 


